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第１章．再整備事業基本構想の目的 

本市では多数の公共施設を保有しているが、これら施設の老朽化対策を進める上で、限られた財

源を効果的・効率的に活用し、計画的に対策を実行するために、平成２６年３月に公共施設再生計

画を策定し、市の長期計画に位置付け取り組みを開始している。 

この公共施設再生計画では、持続可能な行財政運営の下、施設の適正な機能の確保、配置及び効

率的な管理運営を目指すとし、目標を達成するための手段として「財源確保」「総量圧縮」「長寿

命化」の３つを前提条件として設定し、それぞれの手段について複数の政策的手法・事業的手法・

具体的手法を想定している。 

具体的手法としては「ＰＦＩ」「公民合築」による費用の低減、「複合・多機能化」「民設民営・

公設民営」「資産リース」による市所有の面積の圧縮、大規模改修後の「予防保全」実施によるラ

イフサイクルコストの低減である。 

 

総合福祉センターの建物は昭和５５～５８年にかけて建設されており、現在と昭和５５年当時を

比較すると、福祉行政を取り巻く環境は大きく変化している。また、平成２８年で築後３３～３６

年が経過しており、老朽化が進行していることから、施設の適切な維持保全のために、計画的な改

修が必要となっている。 

 

このように、福祉を取り巻く社会情勢の変化や総合福祉センターの老朽化に伴う課題を解消する

ためには、本市の財政状況や社会経済情勢を鑑み、公共施設再生計画で示している事業的手法・具

体的手法に則った再整備を図る必要がある。そのことによって、「公共サービスの継続的な提供」

ができ、提供する場である「公共施設を適正に維持」することができるものである。 

 

そこで、今後の福祉行政、市民ニーズ、社会経済情勢の変化に対応すること、並びに老朽化に対

応するため、現在の機能を維持するのみの大規模改修を行うことのみならず、福祉行政並びに将来

の財源確保を思料しつつ併せて今後３０年を見据えた真に必要な施設機能を再構築し、効果的な費

用投入並びに民間活力の導入等、財政負担の軽減を見込んだ再整備を行う、総合福祉センター再整

備事業を実施するものである。 
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再整備事業にあたり、重視する要件は、下記の通りである。 

① 必要な機能の追加 

現況の総合福祉センターの機能の見直しと、現況にはないが必要とされている機能（特別

養護老人ホームやグループホームなど）を新たに付加することを検討する。 

 

② 財政負担の軽減 

民間事業者による運営が可能な施設については、市は土地の貸付を行い、民間事業者が建

設と運営を行う体制を推進する。それにより、市の財政負担を軽減する。また、建物の構造

診断の結果などから、改修して使用することが可能な建物についてはリノベーションを行い、

事業費の軽減を図る。 

 

③ 老朽化の改善 

建物と機能の状況から、建て替えが必要な建物については、建て替えを行い、老朽化の課

題を改善する。 

 

④ 財源確保 

民間事業者への土地の貸付、民間収益施設への土地や建物の貸付などにより、収入確保を

行う。 

 

⑤ 再整備工事中における機能継続 

総合福祉センターの機能は、療育支援センターや障害福祉サービス事業所など、利用者の

毎日の生活に必要である。そのため、工事中に機能を停止することがないよう、新しい施設

を建設してから移転して既存施設を解体するなどの移転計画がスムーズにできるような再整

備事業とする必要がある。 
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第２章．総合福祉センターの現状 

第１節 土地について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋津３丁目 

地番 
登記 

地目 

現況 

地目 
登記地積（㎡） 現況地積（㎡）  

２４番１ 宅地 宅地 １,９４０.７３ １,９４０.７３ 福祉交流広場 

２５番１ 宅地 宅地 ４,５４２.１３ ４,５４２.１３ あじさい 

２５番２ 宅地 宅地 ８,７２１.４９ ８,７２１.４９ さくら・いずみの家 

２５番３ 宅地 宅地 ３,９４２.３２ ３,９４２.３２ 花の実園 

合計 １９,１４６.６７  

 

習志野市秋津３丁目２４番１、２５番の１～３の敷地を再整備の対象地域とする。事業を進めて

いく過程においては、周辺の公共施設についても合わせて検討を行うこととする。 

 

 

２５番１ 

２５番２ ２５番３ 

あきつ園 

ゆいまーる・ 

ひまわり発達相談センター 

ケアセンター習志野 

セイワ習志野 

花の実園 さくら・いずみの家 

あじさい療育支援センター 

（消）南出張所 

福祉交流広場 

秋津保育所 

２４番１ 
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第２節 建物について 

現況建物は、Ⅰ期棟(あじさい療育支援センター) Ⅱ期棟(老人福祉センターさくらの家・地域福

祉センターいずみの家、Ⅲ期棟（障害福祉サービス事業所 花の実園）から成る。 

 

【設置根拠】 

習志野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例 

（昭和５５年３月３１日 条例第１３号）（昭和５５年４月１日施行） 

 

【設置目的】 

社会福祉事業を総合的に推進し、市民の福祉の増進を図るため、総合福祉センターを設置する。

総合福祉センターは、次の施設相互の連絡調整を密にし、効果的かつ適切に運営するものとする。 

 

総合福祉センターは、３つの建物で構成されている。 

 

【総括 ３建物の合計】 

  ・建物面積 ６,２７１㎡ 

  ・建設当時の工事費 １６億２,３５７万９千円 

それぞれの建物と、利用状況は下記の通りである。 

 

 

（１）あじさい療育支援センター 

①建物概要（習志野市誕生４０周年記念誌 『習志野市の福祉』より） 

・ 建物面積 １,４８１㎡ 

・ 構造 ＲＣ造 

・ 建設当時の工事費 ３９３,８８２,０００円 

・ 開設年月日 昭和５５年４月１日 

 

②施設の管理者 

・ 市直営 

 

③施設の設置目的 

就学前の主として知的又は肢体等に障がいや発達に課題のある児童が日々通い、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、治療等といった児

童福祉法第６条の２の２に規定する福祉型児童発達支援及び医療型児童発達支援を供与する

ことを目的とした施設。 

この他、主に当センターを利用または利用を開始する市内在住の児童に障害児相談支援、

指定計画相談支援、保育所等訪問支援等を行う。 
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＜根拠法＞ 

名称 施設 

あじさい 

療育支援 

センター 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に

規定する障害児通所支援事業所 

児童福祉法第２４条の２８第１項に規定する障害児相談支援事業所 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号。以下「総合支援法」という。）第５１条の２０第１

項に規定する特定相談支援事業所 

 

④業務内容 

・ 福祉型児童発達支援 ・ 医療型児童発達支援 ・ 保育所等訪問支援 

・ 障害児相談支援   ・ 特定相談支援 

 

⑤施設の開所日時 

・ 開所日 原則 月曜日から金曜日 

・ 開所時間 ８：３０から１７：１５ 

 

⑥対象者・利用者・職員 

【対象者】 

・ 満３歳から就学前までの、主として知的又は精神発達に障がいや課題のある児童 

・ 満１歳から就学前までの、主として肢体等に障がいや課題のある児童 

【利用者】 

・ 福祉型児童発達支援   定員３０名  現利用者数３０名 

・ 医療型児童発達支援   定員４０名  現利用者数２１名 

【職員】 

・ 所長１、主任指導員１、指導員等正職員１２ 臨時職員１２（その他 兼務職員４） 

 

⑦市のニーズ 

児童福祉法の改正に伴い、それまでの知的障がい児通園施設「あかしあ学園」（昭和４７

年開所）は「福祉型児童発達支援」へと移行し、肢体不自由児通園施設「あじさい学園」（昭

和４８年開所）は「医療型児童発達支援」へと移行した。また、幼児言語療法施設「ひまわ

り学園」（昭和５５年開所）については、隣接する「ゆいまーる習志野」に移転し、発達相

談センター（市単独事業）として運営している。 

国は、概ね人口１０万人規模を目安に「児童発達支援センター」を設置し、施設の有する

専門機能を活かして、地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助・

助言を行うなど、障がい児支援や地域支援の中核的役割を担うことを方針として示している。 

あじさい療育支援センターは、「児童発達支援センター」として県より指定を受け、福祉

型児童発達支援・医療型児童発達支援・相談支援事業を実施しており、さらに保育所等訪問
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支援事業を実施することで「児童発達支援センター」としての役割を担う体制を整備してい

るところである。 

センター利用者は、主に知的又は肢体等に障がいや発達に課題があるため、地域での集団

生活への適応が難しい状況があり、専門機関での療育が必要とされている。 

 

⑧市民のニーズ 

早期発見や療育の大切さ等、発達障害に対する関心が高まる中、早期療育を希望する保護

者も増えてきている。 

これまでは、定員の範囲内で他市の利用者も受け入れていたが、近年、市内在住の利用希

望が増加しており、現在、市外の方の利用は、福祉型１名、医療型６名のみとなっている。 

第 4期障がい福祉計画においても、需要の増加が予想され、利用者ニーズを的確に把握し、

実施事業者の確保が必要となっていることから、継続して実施すべき事業と考える。 

また、療育時間終了後、他の福祉サービス事業所が行っている「日中一時支援」を利用す

る子どもが多くなっており、保護者からは、生活の場であるセンターでも実施できるとよい

との意見も聞かれる。 

 

 

（２）老人福祉センターさくらの家・地域福祉センターいずみの家 

①建物概要（習志野市誕生４０周年記念誌 『習志野市の福祉』より） 

・ 建物面積 ３,０８０㎡ 

・ 構造  ＲＣ造 

・ 建設当時の工事費 ８７７,２０５,０００円 

・ 開設年月日 昭和５７年４月１日 

 

②施設の管理者 

・ 習志野市社会福祉協議会 

（指定管理者 いずみの家 平成１８年４月１日から） 

（指定管理者 さくらの家 平成１９年４月１日から） 

 

③施設の設置目的 

老人福祉センターは、老人福祉法第２０条の７に規定する無料又は低額な料金で、高齢者

に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレク

リエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設。 

地域福祉センターいずみの家は、地域福祉活動の推進を図ることを目的とする施設。 
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＜根拠法＞ 

名称 施設 

さくらの家 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７に規定

する老人福祉センター 

いずみの家 地域福祉活動の推進を図ることを目的とする地域福祉センター 

 

④業務内容 

・ 老人福祉センター さくらの家 

  各種生活相談、健康増進指導、機能回復訓練等の実施。 

・ 地域福祉センター いずみの家 

  ボランティアセンター機能、地域福祉活動団体の活動の場の提供。 

 

⑤施設の開所日時 

・ 開所日 原則 月曜日から土曜日 

・ 開所時間 ９：００～１６：００ 

 

⑥対象者・利用者・職員 

【対象者】 

・ さくらの家：原則として市内在住の６０歳以上の者 

・ いずみの家：地域福祉活動を推進する者及び団体 

【利用者】 

・ さくらの家利用者数 約６１,０００人／年 

・ いずみの家利用者数  約９,０００人／年 

【職員（指定管理者人員数 いずみ・さくら合計】 

・ ５人 

 

⑦市のニーズ 

＜さくらの家＞ 

高齢になると心身の機能の低下などから、不安感・孤独感が高まってくる傾向にあり、明

るく活力に満ちた高齢社会を実現していくためには、生きがいを見いだし持ち続けることが

大切である。 

高齢者がこれまで培った知識・技能を活かし共に活動することが、本人の健康、介護予防

にもつながることから、さくらの家には、高齢者が性別や年齢を超えて交流し、ともに活動

できる空間としての機能が期待されている。 

また、さくらまつり等各種行事の開催による地域住民との交流や、転倒予防体操推進員に

よるてんとうむし体操による健康維持、生活相談等の実施により高齢者をサポートする役割

も果たしている。 

 



 

 

8 

＜いずみの家＞ 

地域福祉センター「いずみの家」は、習志野市の地域福祉活動を推進する団体及び個人が

自主的な福祉活動の拠点として活動し、習志野市の地域福祉の増進を図る役割を担っている。 

また、社会福祉法第 109条に位置付けられている社会福祉協議会が、地域福祉の推進を図

ることを目的として事業展開をするうえで、必要な役割を担っているだけでなく、習志野市

地域防災計画において、災害ボランティアセンターの設置及び運営箇所として、行政だけで

は対応できない復旧・復興等に大きな力となる重要な役割も担っている。 

現在、市内全１６支部が公共施設等に支部事務所を設置し、地域のきめ細かい地域福祉活

動の推進の役割を担っている。地域福祉センター「いずみの家」においては、社会福祉協議

会秋津支部がいずみの家内に支部事務所を１室設けている。 

支部の主な活動内容は、ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン等のふれあい交流事業

や、ひとり暮らし老人食事サービス事業、健康セミナー等の研修会の実施、支部広報紙の発

行、住民参加型家事援助等サービス事業、その他地域福祉推進に係わる事業を行なっている。 

なお、地域福祉センター「いずみの家」については、平成 6年 6月 23日付け厚生省社会・

援護局長通知「地域福祉センターの設置運営について」に基づき設置している。設置の目的

は、「地域福祉センターは、地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに

応じた、各種相談、入浴・給食サービス、社会適応訓練、機能回復訓練、創作的活動、ボラ

ンティアの養成及び活動の場の提供、各種福祉情報の提供等を総合的に行うとともに、住民

の参加の下に、地域の実情に応じた各種事業を実施し、もって地域住民の福祉の増進及び福

祉意識の高揚を図ることを目的とすること」とされている。 

 

⑧市民のニーズ 

＜さくらの家＞ 

毎年行っている、さくらの家利用者アンケートでは、浴場の利用が多く、続いて、サーク

ル活動、カラオケ利用、友人との談話という順になっている。このことからも、高齢者が共

に活動し、安全快適に過ごせる空間・設備が求められていると言える。浴場については、他

の目的で来館した人も利用しているため、利用者は多くなっている。また、毎年３月に開催

している「さくらまつり」には、毎年延べ１,０００人以上の参加があり、利用者間や地域と

の交流を行っている。 

サークル活動については、体操・ダンス・カラオケ・料理・編み物・写真など、多種多様

な３０団体以上のサークルが年間を通して活動しており、これら活動の場としてのニーズは

特に高いと考えられる。 

 

＜いずみの家＞ 

視覚障がい者に対する「声の広報」や「声のふくし習志野」等を発行するため、年間延べ

１,２３５名のボランティアが録音室で活動を行なっている。視覚障がい者のリスナーからは

非常に喜ばれている。またボランティアグループの方々が、会議室などで視覚障がい者に対

する対面朗読を行なっており、同様に利用者の方々に喜ばれている。 
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社会福祉協議会秋津支部・香澄支部では、地域交流や見守り活動の一環として、「ひとり

暮らし老人食事サービス」や障がい者とボランティアの方々がサロン活動を行い、利用者か

らは非常に喜ばれている。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災において、いずみの家を拠点として、社会

福祉協議会が災害対応ボランティアセンターを立ち上げた。開設期間３月１３日（日）から

３月２７日（日）の間にボランティア登録者延べ５６７名、ボランティア派遣件数延べ２９

１件の活動を行い、支援を受けた方から感謝の言葉が寄せられた。  

また、平常時においてもいずみの家を活用した、ボランティア活動の一例として、社会福

祉協議会が夏休みのボランティア体験『夏ボラ説明会』を開催し、市内各施設におけるボラ

ンティア活動の説明会を行ないボランティア活動の推進を図り、ボランティアの育成等の拠

点として様々な事業を行なっている。 

この他にも、福祉活動を推進する各種団体の活動に対する相談、援助、高齢者、障がい者

及びこれらの当事者団体とその関係団体への支援、地域で支える子育ての支援、福祉活動に

関わる相談を行い、多くの利用者を集める施設となっている。 

 

（３）障害福祉サービス事業所 花の実園 

①建物概要（習志野市誕生４０周年記念誌 『習志野市の福祉』より） 

・ 建物面積 １,７１０㎡ 

・ 構造  ＲＣ造 

・ 建設当時の工事費 ３５２,４９２,０００円 

・ 開設年月日 昭和５８年４月１日 

 

②施設の管理者 

・ 習愛会（指定管理者 平成２３年４月１日から） 

 

③施設の設置目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」

という。）第５条に規定する障害福祉サービス及び第７７条に規定する地域生活支援事業を

実施する障害福祉サービス事業所として事業を行うことを目的とする施設 

 

＜根拠法＞ 

名称 施設 

花の実園 総合支援法第５条に規定する障害福祉サービス及び総合支援法第７７

条に規定する地域生活支援事業を実施する障害福祉サービス事業所 

総合支援法第５１条の２０第１項に規定する特定相談支援事業所 
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④業務内容 

・ 生活介護   ・ 就労継続支援（B型）  ・地域生活支援（一部） 

・ 特定相談支援  

 

⑤施設の開所日時 

・ 開所日 月曜日から金曜日 

・ 開所時間 ８：３０から１６：３０ 

 

⑥対象者と利用者の状況 

【対象者】 

・ １８歳以上の知的障がい者・身体障がい者・精神障がい者 

【利用者】 

・ 生活介護 定員３０名  現利用者数２６名 

・ 就労継続支援 B型 定員８０名  現利用者数７５名 

【職員（指定管理者人員数】 

・ ３４人 

 

⑦市のニーズ 

花の実園は、一般就労が困難な知的障がい者が日々通い、仕事を通じて生活や職業訓練を

行い、社会参加と自立を図ることを目的とする精神薄弱者通所授産施設（現在の就労継続支

援 B型事業）として、昭和５８年４月１日に定員７０名で開設された。 

平成７年には、心身障害者福祉作業所「かしの木」を花の実園と統合した上で分場として

位置付け、定員を本場７０名、分場１８名の計８８名とした。さらに、障害者自立支援法の

施行に伴う新体系事業への移行に伴い、分場を本場と統合して、就労継続支援 B型８０名、

生活介護２０名、計１００名の多機能型事業所とするなど、障がい福祉サービスの充実を図

るため、定員の増を行ってきた。 

国は、入所施設から地域への移行を推進しているところであり、本市においても第３期障

がい者基本計画に、「誰もが互いに人格と個性を尊重し、支え合い、地域でありのままに暮

らすことができる社会」を基本目標として掲げ、その実現のため、障がい福祉サービスの充

実を基本施策のひとつとしている。 

今後も利用者の増が見込まれ、平成２７年度から平成２９年度までを計画期間とする第４

期障がい福祉計画においても、見込量確保のための方策として新たな事業者の確保や、既存

事業者の定員増を促進、支援していくとしており、花の実園の生活介護についても、既に定

員を超えて利用者を受け入れていることから、２０名から３０名への定員増について平成 

２７年６月定例会にて条例を改正し定員を３０名としたところである。 
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⑧花の実園に求める市民のニーズ 

第３期習志野市障がい者基本計画及び、第３期障がい福祉計画策定に向けて実施したアン

ケート調査における、【障がい者福祉サービスの今後の利用意向について】では、１８歳未

満の方と保護者の方で、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）を希望しているという回答が４４.８%、

生活介護が１３.９％（総数２０１・複数回答） 

１８歳以上の在宅の方では、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）を希望しているという回答が   

１３.７%、生活介護が１８.８％（総数３,５３４・複数回答）である。 
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第３章．求められる既存機能と新たな機能 

第１節 既存の必要機能と必要性 

（１）障害児通所支援事業所（あじさい療育支援センター） 

障害児通所支援事業所は「児童福祉法（以下 この号において法）第６条の２の２」で指定

された事業を行う事業所であり、本市では「福祉型児童発達支援」「医療型児童発達支援」「相

談支援」及び「保育所等訪問支援」を行っている。また、「習志野市総合福祉センターの設置

及び管理に関する条例（以下 この節において設管条例）」に基づき設置されている。 

障がいや発達に課題のある児童は、乳幼児期に培うべき生活習慣や社会生活への適応等の基

盤を育む療育、嘱託医による健診、給食の提供に伴う摂食指導等、総体的に取り組むことが重

要である。 

しかしながら、市内には「児童発達支援事業」を行っている民間の事業所もあるが、「児童

発達支援センター」としての機能を備えている事業所はない。 

児童発達支援の事業所は、施設規模により受け入れ人数が限られており、需要に対する供給

は不足することが想定される。更に相談支援については、障害児相談支援等の利用者数１８４

人中５６人（平成２５年度決算報告）が本事業所を利用しており、成人の相談支援も不足して

いる状況の中、民間事業所のみでの供給は困難であると想定される。 

また、児童福祉法第２条において「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を

心身ともに健やかに育成する責任を負う。」としている。 

以上のこと並びに下記に示す需給の見込みから、すべて児童の生活をひとしく保障するため

には、障害児通所支援事業所を設置する必要がある。 

 

【需給見込み】 

市内で児童発達支援事業として利用者を受け入れられる定員 ８０名 

 （あじさい療育支援センター ７０名） 

 （市内事業者 １０名） 

 

今後の利用見込み（第４期障がい福祉計画） 

平成２７年度    ９０人 

平成２８年度   １０６人 

平成２９年度   １２２人 
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（２）老人福祉センター（さくらの家） ⇒ （仮称）高齢者活動センター  

老人福祉センターは「老人福祉法（以下 この号において法）第１５条第５項」「設管条例」

「習志野市光輝く高齢者未来計画２０１５」に基づき設置されている。 

また、法第２０条の７では老人福祉センターの利用にあたっては無料又は低額な料金とする

こととしており、運営にあたっての収益性はない。そのため、民間事業者で代替機能の設置を

期待することはできない。 

本市では、老人福祉センターを特に高齢者の方々が豊かな生活を過ごす場の１つとして利用

し、同好会活動などの教養、カラオケ、将棋などの娯楽、健康についてなどの各種相談、お風

呂などの健康の増進、日々の会話を交わすことなど交流機能等を提供している。なお、施設利

用料は無料で、金銭的な余裕のあるなしに関係なく気軽に利用できる施設である。 

現在、老人福祉センター利用者数は年間約６万１千人である。本市の６５歳以上の人口は 

３７,５９１人（Ｈ271001 住基人口）であり、本市人口推計では、平成５３年には 

約４９,０００人（常住人口）と推計していることから、今後においてもセンター利用者は増加

する一方である。また、法第４条では「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進する責務を

有する。」としている。 

以上のこと並びに下記に示す需給の見込みから、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保

障するため増加する高齢者の居場所をつくること、並びに健康寿命を延伸するため今後強化し

ていく介護予防事業を実施できる場として「（仮称）高齢者活動センター」を設置する。 

これらの場を確保するためには、現状機能の見直しが必要であるが、現在の施設の中で特に

浴場については、特定の目的にのみしか使用できない機能であること、並びに施設の維持管理

に伴うコストが多大である。そこで、浴場については廃止を含めてその在り方を検討するとと

もに、その他の機能やその面積等についても見直しを進めることとする。 

 

【需給見込み】 

現在の利用状況   平成２６年度 約６１,１００人／年 

 

今後の利用見込み 平成５３年度  ８５,０００人／年 
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（３）地域福祉センター（いずみの家） 

地域福祉センターは「地域福祉センターの設置運営について（平成６年６月２３日 厚労省

社会・援護局長通知）（以下この号において 局長通知）」「設管条例」に基づき設置されて

いる。 

地域福祉センターには、地域における福祉活動の拠点として様々な機能を持った部屋があり、

地域住民の地域福祉の推進を図る個人や各種団体が、地域課題を解消するための会合や各種研

修会を行っている。 

利用料は、局長通知により老人福祉センター同様、無料又は低額な料金とすることとしてお

り、運営にあたっての収益性はない。そのため、民間事業者で代替機能の設置を期待すること

はできない。 

利用者は９,０００人／年であり、地域福祉を推進する事業として、ふれあい・いきいきサロ

ン、子育てサロン等のふれあい交流事業、ひとり暮らし老人食事サービス事業、健康セミナー

等の研修会の実施、住民参加型家事援助等サービス事業などを行っている。 

以上のことから、社会福祉団体の地域福祉活動や各種ボランティア活動の場など、本市の地

域ぐるみの福祉活動の拠点を確保するために、地域福祉センターの設置は必要である。 

 

（４）障害福祉サービス事業所（花の実園） 

障害福祉サービス事業所は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下 この号において法）第５条並びに第７７条」で指定された事業を行う事業所であり、

本市では「生活介護」「就労継続支援」「移動支援」及び「日中一時支援」を行っている。ま

た、「習志野市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（以下 この節において設管条

例）」に基づき設置されている。 

昭和５８年４月の施設開設当初は定員７０名で開設されたものの、障がい福祉サービスの充

実や利用者の増加に対応するため、平成２７年当初の定員は１００名へ増員し、更に同年度中

に１１０名まで増員した。 

しかしながら、「全ての国民が，障害の有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するか

けがえのない個人として尊重されるという理念」（障害者基本法第１条）の下、障がい者の自

立及び社会参加の支援等を進めていく中で、既に施設の定員を１割超える利用者を受け入れて

いる。 

市内には、社会福祉法人等が運営する就労継続支援・生活介護のサービスを提供する施設が

あり、現状で定員を超えての利用もある。 

本市第４期障がい福祉計画においても、見込量確保のための方策として新たな事業者の確保

や、既存事業者の定員増を促進、支援していくとしているものの、新たな施設の開設予定は未

定である。 

今後も、特別支援学校への在籍者等から鑑みるに、需要は増加するものと考えられ、以上の

こと並びに下記に示す需給の見込みから、法並びに本市の掲げる「誰もが互いに人格と個性を

尊重し、支えあい、地域でありのままに暮らすことができる社会」を実現するためには、障害

福祉サービス事業所の設置は必要である。 
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【需給見込み】 

市内で就労継続支援Ｂ型・生活介護として 

利用者を受け入れられる定員   就支Ｂ １７０名 生活介護 ８７名 

（花の実園        ８０名      ３０名） 

（市内事業者       ９０名      ５７名） 

 

今後の利用見込み（第４期障がい福祉計画） 

就労継続支援Ｂ型        平成２７年度  ２１４人 

平成２８年度  ２３５人 

平成２９年度  ２５８人 

 

生活介護            平成２７年度  １９４人 

平成２８年度  １９７人 

平成２９年度  ２００人 

 

 

（５）保健活動機能（秋津ヘルスステーション） 

本市では、「習志野市ヘルスステーション設置規則」に基づき、本市保健行政の地区活動拠

点の一つとして秋津ヘルスステーションを設置し、対人保健活動を展開してきた。 

現在、保健活動の一環として、がん検診や健康相談を行い、がん集団検診は（肺がん、胃が

ん）１００名～２００名／１回で年４回実施し、乳幼児健康相談は、２０名～３０名／１回で

月２回実施している。また、不定期に、乳幼児および成人の個別の健康相談を実施している。 

利用頻度や利用人数を鑑みるにがん検診等の専用スペースを常時確保することは必ずしも必

要としない。 

しかしながら、身近な場所で受けられる体制を整えておくことは、高齢化が進む中、検診率

等の向上につながり、検診や健康相談を受けることによって疾病の重症化を予防することがで

き、ひいては医療費の削減へとつながるものである。 

そのため、他の機能との複合、合築等の手法を活用した中で、保健活動機能の設置は必要で

ある。 

 

（６）社会福祉協議会及び社会福祉協議会秋津支部事務室 

社会福祉協議会は「社会福祉法１０９条」に基づき、各市町村に一つしか存在しない団体と

して設置されている社会福祉法人であり、地域住民が担い手となって活動している。 

その活動の対象は、高齢者、障がい者、子育て世代等の幅広い市民であり、高齢者や障がい

者の方々への各種福祉サービスや相談、在宅福祉の推進や地域のボランティアや市民活動の支

援、地域理解を広める福祉教育の推進や共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから習

志野市の地域の特性に応じた活動まで、様々な場面で地域の福祉増進に取り組んでいる。 
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また、平成２５年に策定した「習志野市地域防災計画」において、災害時には災害の規模や

被害状況に応じて社会福祉協議会が判断し、災害ボランティアセンターを設置することと位置

付けている。 

災害ボランティアセンターは、行政だけでは対応できない復旧・復興等に大きな力となる重

要な役割を担うが、平常時においても災害時に対応する備蓄品の確保が必要である。 

更に平成２６年に策定した「習志野市地域福祉計画」では、社会福祉協議会について本市の

地域福祉を推進する中心的役割を担っている団体であることや、計画の中の各個別の取組の中

で社会福祉協議会の取組を特に位置付けている。 

この他、社会福祉協議会秋津支部の主な活動内容は、ふれあい・いきいきサロン、子育てサ

ロン等のふれあい交流事業や、ひとり暮らし老人食事サービス事業、健康セミナー等の研修会

の実施、支部広報紙の発行、住民参加型家事援助等サービス事業、その他地域福祉推進に係わ

る事業を行なっている。 

以上、行政施策だけでは行き届かないサービスや地域の特性を利用した制度の隙間をうめる

活動を行っていること、並びに市の計画において地域福祉や防災の役割担うことを位置付けて

いることから、拠点となる施設は必要である。 

 

第２節 今後の必要機能と必要性 

（１）障がい者グループホーム・ショートステイ施設（以下 グループホーム等） 

グループホーム等は、「障害者総合支援法 第５条 第１、８、１５項」に規定されている

「短期入所（ショートステイ）」「共同生活援助（グループホーム）」を行う施設である。 

市では近隣４市とともに社会福祉法人 南台五光福祉協会を設立し、グループホーム等の運

営を行っている。また、社会福祉法人等が運営するグループホームに対し運営費補助金を交付

している。 

グループホーム等の利用者は年々増加しており、現在の定員及び平成２９年度までの見込み

としては以下のとおりとなる。 

 

【需給見込み】 

現在の市内での定員     グループホーム  ５５名 

 ショートステイ   ０名 

※ 周辺市で市民が利用している事業所は もくせい園・やまぶき園等 ３２事業所 

 

今後の利用見込み 

利用見込 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

グループホーム 22人 88人 93人 98人 103人 

ショートステイ 54人 58人 62人 66人 70人 
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また、平成２６年６から７月にかけて実施された「第４期障がい福祉計画の策定のためのア

ンケート調査」において、障がい者団体及び障がい福祉サービス事業所へ通所している当事者

から下記のような意見が出ている。 

・市内のグループホームへの入居を希望しているが、市内にグループホームが少なく入れな

い。 

・市内に短期入所の施設がない。 

・市内に短期入所の施設があれば心のよりどころになり、利用しやすい。 

将来的な利用見込み人数に対して、現在市内で整備されている施設での受入可能人数では対

応出来ず、不足が見込まれている。 

以上のように、利用者の不足分を満たす事が出来る見込みはないことから、障がい者グルー

プホーム・ショートステイ施設の設置は必要である。 

 

（２）特別養護老人ホーム 

本市の６５歳以上の人口は３７,５９１人（Ｈ271001住基人口）であり、本市人口推計では、

平成５３年には約４９,０００人（常住人口）と推計している。 

現在（H280101）で特別養護老人ホームの待機者は３０５人おり、更に人口推計から鑑みると、

今後も在宅介護が困難な高齢者（≒特養入所待機者）が増加することは必至である。 

平成２５年度実施の高齢者等実態調査の市民向けアンケートにおいては「介護が必要になっ

た際に利用できる、介護保険施設サービス」の充実を求めるとの回答が４割もあり、市民ニー

ズも高い。 

特別養護老人ホームの設置にあたっては、本市市域は狭く用地が不足している上、地価の高

さ等の要因から整備用地の確保することは大きな課題であり、民有地における整備は困難であ

る。 

以上のことから、自宅での生活が困難な高齢者が安心して生活するための基盤整備として、

総合福祉センター再整備での特別養護老人ホームの設置は必要である。 

 

（３）総合事業における元気高齢者の集いの場 

平成２７年４月施行された介護保険制度改正では、従前の介護予防給付の一部と介護予防事

業を併せ「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」として位置付けた。 

総合事業の中で、市が実施する事業として「一般介護予防事業」がある。具体的には、転倒

予防体操推進員によるてんとうむし体操の実施や歯科医師による健康相談等である。 

現在、高齢化の進展等に伴い、要支援・要介護の認定者数は増加する一方である。平成２２

年度末の認定者数は４,１４７人、平成２６年度末の認定者数は５,４４８人であり、５年間で

１,３０１人 約２４％の伸びを示している。 

要支援・要介護者の増加を抑制していくためには、自立した健康的な生活を送ることが出来

るよう、介護予防の必要性や健康づくりの実践について啓発活動を行い支援していく必要があ

る。 
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ひいては、年々増加する医療・介護にかかる医療費・給付費の抑制を図っていくことにもつ

ながる。 

以上のことから、利用頻度や利用人数を鑑みるに専用スペースとして確保することは必ずし

も必要としないものの、他の機能との複合、合築等の手法を活用した中で、総合事業における

元気高齢者の集いの場の設置は必要である。 
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第４章. 法的要件等の整理 

第１節 法的要件の整理 

対象地域の建築基準法上の用途規制は、下記のようになっている。 

用途地域 ： 第一種中高層住居専用地域 

高度地区 ： 第２種高度地区 

建蔽率  ： ６０％ 

容積率  ： ２００％ 

日影規制 ： ４時間―２．５時間 （測定面４．０ｍ）（高さ１０ｍを超える建物に適用） 

 

第２節 周辺状況調査 

総合福祉センターは、京葉線「新習志野」駅から８５０ｍ徒歩１１分の距離に位置し、市内か

ら電車およびバス便による利用が可能である。周辺は、袖ヶ浦団地、秋津団地など、大規模な団

地が多く、また、戸建て住宅も多いエリアである。商業用途はあまりないが、日常的な買い物を

するスーパーは、点在している。 

総合福祉センターのエリアに設置できる用途としては、社会福祉機能に集約し、民間事業に関

しても、公共的な民間事業が望ましいと考えられる。 

 

  

計画地 

新習志野駅 

第 7中学校 

秋津球場 

秋津小学校 
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第５章．基本構想 

昭和５５年、総合福祉センターは地域ぐるみの福祉活動拠点として位置付けられ、以降、本市

の福祉に対する姿勢を明確に表すとともに福祉体制の確立に大きな役割を果たしてきた。 

現在、総合福祉センターの開設から３６年が経過し、行政が社会的な援護を要する人に福祉サ

ービスを提供することのみでは解決が難しい課題も出てくる中で、福祉そのものの考え方や福祉

に対するニーズが変化してきている。 

本市では、このような社会的な変化に対応するために、社会的に弱い立場にある人の人権を守

り、地域の一員としてつつみ、支えあい、あらゆる人の存在価値を認める「ソーシャルインクル

ージョン（社会的包容）」に向けた取組を推進している。 

総合福祉センターはこの「ソーシャルインクルージョン」を実現する一つの場として非常に重

要な役割を担わなければならない。それは障がいを持つ方や高齢の方々の社会参加や地域交流を

進め、行政だけでは解決することのできない課題を地域住民の皆とともに解決し、あらゆる人々

が地域の中で自分の居場所や役割を見出すことである。 

しかしながら、限られた財源の中では行政が提供できるサービスにも限界は生じる。限られた

財源の中でいかにサービスを充実していくかは、行政の責務であるとともに大きな課題でもある。

特にサービスを提供する場として必須ともなる施設の確保は多大な費用を必要とするもので、民

間活力の導入は必要不可欠である。 

以上のように再整備にあたっては、限られた財源を有効に活用して今後も本市の福祉行政の中

核となるべき施設である総合福祉センターを確立しなければならない。 

そこで本事業では、「誰もが安心して暮らせる包容力とやさしさのあるまち」を実現するため

に、市有財産を有効活用して福祉行政の充実を図り、魅力あるまちづくりに資する総合福祉セン

ターを整備することを目指すこととする。 

 

第１節 設置機能 

現状の利用状況、今後の利用見込み、市民や市のニーズを検証した結果を踏まえ、総合福祉セ

ンターに設置する施設は以下のとおりとする。 

 

（１）障害児通所支援事業所（あじさい療育支援センター） 

（２）高齢者活動センター・地域福祉センター（さくら・いずみの家） 

（３）障害福祉サービス事業所（花の実園） 

（４）障がい者グループホーム・ショートステイ 

（５）特別養護老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅 

 

 

 



 

 

21 

第２節 再整備方法 

第１節に示した機能を、総合福祉センターの敷地へ配置しなければならないが、既存施設であ

る「あじさい療育支援センター」と「花の実園」は、障がい児者の通う施設で代替施設が無いた

め、運営を休止することが出来ない。そのため、総合福祉センターの敷地内の別の場所に建て替

えてから機能を移し、切れ目なく運営をしなければならない。 

もう一つの既存施設である「さくら・いずみの家」は「市有建築物の耐震化状況（H2604）」に

よると、ＩＳ値が１.１１と良好であることと、設置する機能として民間での収益が見込めない機

能であることから、躯体活用型建て替え（リノベーション）が適切である。 

従って、以下のとおりの方法を持って事業を推進することとする。 

 

１．既存機能 

（１） あじさい療育支援センターの建て替え 

老朽化している現建物は解体し、総合福祉センター内の別の敷地に新たに新築を行う。 

施設の建設には民間活力を導入する。 

 

（２）さくら・いずみの家 

躯体状況がよいため、躯体活用型建て替え（リノベーション）を行い、建物を再利用す

る。工事は市が行う。 

躯体活用型建て替えにあたって、今後強化していく介護予防事業の場を確保するととも

に、浴場等特定目的のみしか利用できない機能については廃止を含めてその在り方を検討

するとともに、その他の機能やその面積等についても見直すこととする。 

 

（３）花の実園 

老朽化している現建物は解体し、総合福祉センター内の別の敷地に新たに新築を行う。 

施設の建設には民間活力を導入する。 

花の実園圃場は引き続き花の実園で使用する。花の実園の運営事業者に賃貸し、利用方

法は事業者提案を受け入れることとする。 

 

２．新たに付加する機能 

（１）障がい者用グループホーム・ショートステイ 

建設から運営までを行う民間事業者を誘致する。 

 

（２）特別養護老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅 

建設から運営までを行う民間事業者を誘致する。 

現在、国では「介護離職ゼロ」を実現するために特別養護老人ホームの大幅な整備に乗

り出すとしており、市有地を活用した特別養護老人ホーム整備の必要性が無くなる可能性

も考えられ、国の動向を注視する必要がある。このことを踏まえ、高齢者が安全に安心し

て暮らせる高齢者向けの住まいの確保も視野に入れる必要がある。 
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第３節 市民交流・民間施設 

本事業の対象となる敷地は広大であり、既存施設及び新たな機能を配置した上で更に新たな機

能を設けることが可能であり、これら既存施設の他に民間によるサービス提供施設の設置を妨げ

るものではない。 

総合福祉センターは、障がい者・高齢者向けの施設を集約した福祉拠点としての役割を持つが、

この役割のみに留まらず、障がい者の就労の場や地域住民との交流の場としての活用も考えられ

るものである。 

事業者においても、本市の目指す「ソーシャルインクルージョン」の取組を御理解いただき、

この取組の推進に資する施設となるよう積極的な提案を期待するものである。 

 

第４節 その他の可能性 

総合福祉センターに隣接する公共施設として、（消）秋津出張所、秋津保育所が存する。これ

らの施設も築３５年を経過しており、老朽化が進展している施設でもある。 

公共施設再生計画や個別の施設計画とも照らし合わせながら、より効果的かつ効率のよい公共

施設の配置を考慮し、財政負担を極力低減できる方法について検討を進める必要がある。 
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